
標準見積書の活用等による法定福利費の確保の推進について 

 
                      平成２５年１０月３日 
                             理事会 

 
[１] 建設産業の持続的発展に必要な人材の確保を図るとともに、事業者間の公

平で健全な競争環境の構築を進める上で、雇用、健康、厚生年金保険（以下「社

会保険等」という。）の未加入対策を総合的に進める事が重要 

  
国土交通省は、中央建設業審議会における「社会保険加入の徹底について」

の提言（平成２４年３月）を踏まえ、同年５月、関係機関が連携して取組を進

めるため、行政、建設業団体、関係団体で構成する「社会保険未加入対策推進

協議会」を設置 
社会保険等に加入するための原資となる法定福利費が、発注者から元請企業、

下請企業へ、更に個々の技能労働者まで適正に支払われるようにするため、同

省は、「法定福利費の確保による社会保険等未加入対策の徹底について」（同年

９月１３日土地・建設産業局建設市場整備課長通知）において、適正な法定福

利費の確保、適正な法定福利費を含んだ見積・契約の実施、法定福利費が内訳

明示された見積書の尊重等を要請するとともに、「技能労働者への適切な賃金水

準の確保について」（平成２５年３月２９日土地・建設産業局長通知）により、

平成２５年度公共工事設計労単価の決定と合わせ、法定福利費の適切な支払い

と社会保険等の加入徹底を要請 

 
[２] 電設協会員にとっても、技能労働者の雇用環境の改善は重要な課題であり、

電設協は、「社会保険未加入対策推進協議会」に参画するとともに、平成２４年

９月２８日に「社会保険加入促進計画」を制定。また、同計画に基づき、同年

１１月２２日に「電気設備工事の見積書に工事費とは別枠で『社会保険料相当

額』を計上するための標準見積書」を作成し、会員に周知 

 
[３] 法定福利費が内訳明示された標準見積書の活用促進を図るため、同省は

「標準見積書の活用等による法定福利費の確保の推進について」（平成２５年５

月１０日土地・建設産業局建設市場整備課長通知）において、 
・専門工事業団体における標準見積書の位置付けの明確化及びブラッシュアッ

プ、標準見積書による内訳明示の推進 
・総合工事業団体（会員企業が元請企業となり得る専門工事業団体を含む。）に

おける、発注者に対する法定福利費を適正に考慮した金額による見積及び契



約締結の要請、元請企業から下請企業への見積書提出促進、見積書を提出し

た下請企業の尊重 
・関係者への周知啓発 
・同年９月頃を目途に、下請企業から元請企業への標準見積書の提出を一斉に

開始 
等を要請                           （別紙１） 

 
 この要請を受け、電設協は、人材委員会社会保険未加入対策検討小委員会に 
おいて、モデル企業での標準見積書の試行運用など、標準見積書の活用に向け 
た検討作業を行うとともに、公共建築工事積算基準における法定福利費の位置 
付け等について、同省（官庁営繕部計画課及び土地・建設産業局建設市場整備 
課）と意見交換を実施 
これらを踏まえ、「電気設備工事標準見積書作成手順書」を一部修正       

（別紙２） 

 
[４] 同年９月２６日に開催された第３回社会保険未加入対策推進協議会にお 
いて、「標準見積書の活用等により法定福利費を内訳明示した見積書を下請企業 
から元請企業に対して提出する取組を一斉に開始する事」が申し合わされた    

（別紙３）  

 
これを受けて、電設協は、「標準見積書」の活用等により法定福利費の確保を 

推進する事を決定する 
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工事費とは別枠で「社会保険料相当額」を計上するための 

 「電気設備工事 標準見積書作成手順書」 
 
 

平成 24 年 11 月 22 日 制定 

平成 25 年 10 月 3 日 改定 

１．概要 
 
  電気設備工事として工事の発注者に対して、見積書を提出する場合、社会保険加入の 
前提となる法定福利費の原資を確保するため、本手順書に基づき社会保険料相当額の内訳

明示を行なう。 
 
２．社会保険料相当額 
 
  電気設備工事見積金額に含まれる、当該工事に従事する労働者の雇用保険、健康保険 

（介護保険を含む）及び年金保険に係る事業主の負担金額とし、労災保険は対象としない。 
 
３．留意事項 
   
  1) 電気設備工事の見積では、従業員給料に係るものの他、外注電工労務費、材工共で発

注する外注工事費の労務費、外注資材(A 材)に付属する労務費がある。 
自社の見積では、社会保険料相当額は、どの項に含まれるかについて事前に確認して

おく。 
   
  2) 従来の見積では、各社の社会保険料相当額は、自社の従業員の場合は現場管理費及び

一般管理費に含まれ、下請の社会保険料相当額は、外注電工労務費では現場管理費に

含まれる場合と、直接工事費に含まれる場合など様々である。 
   

3) 見積では、電工労務費は直接労務費として積算する場合と外注労務費として取扱う  
２通りの形態がある。 

 
  4) 材工共の単価で積算する外注工事費は、あらかじめ自社で工事毎に労務費の割合を決

めておく必要がある。 
    (例：土工事、塗装工事、重量物搬入工事、防火区画処理工事など) 
   

5) 現場役務を伴った外注資材（A 材）の労務費は、業者見積により見積ベースで算出 
する。 

    例：特高受変電設備工事、自家発電設備工事、電話機設備工事、 
防災設備工事、弱電設備工事、避雷針取付工事など 
 

  6) 電気設備工事の標準見積書では、算出する人件費には現場で働くすべての労働者の人

件費を計上。 
 
４．作業手順 
 
  1) 対象工事の工事価格の算出 
  2) 各工事項目毎に電工労務費、材工共で発注する外注工事費のうち労務費分を算出。 

別紙２ 

＊ 改定部分、朱書き表示 
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  3) 役務を伴った外注資材(A 材)の見積書から、労務費部分を算出。 
 
  4) 本工事の現場代理人の他技術担当者費用及び派遣事務員等の人件費を算出。また本工

事の本社・支店・営業所等間接部門の人件費を算出。 
 
  5) 自社の事業主負担に掛かる料率を算出(〇〇.〇％) 
 

参考：協会けんぽ東京支部 加入の場合（平成２５年度の各保険の保険料率 ／ 単位：％） 
①  雇 用 保 険：1.05 
②  健康保険料：4.985 介護保険料：0.405% 計 5.390 
③  厚生年金保険：8.71           合 計（①＋②＋③＝）15.15 

 
  6) 社会保険相当額：人件費(注 1)×〇〇.〇％ 
 

人件費１ ： 現場技術社員給料相当額 
人件費２ ： 社内間接部門給料相当額 
人件費３ ： 電工労務費(直接、外注) 
人件費４ ： 材工共で発注する外注労務費 
人件費５ ： 外注資材(A 材)に伴う取付労務費 

     
  7) 各工事項目に社会保険費用が含まれている場合は、それぞれの労務費より、社会保険

料相当額を減ずる。(個別工事内訳) 
 
  8) 現場管理費、一般管理費から社会保険相当額を減ずる。 
 
  9) 本手順書の価格は、見積ベースとする。 
 
  10) 見積書の構成 
 
   （１） 見積甲用紙 ： 社名、社印、金額(消費税のみ入れる) 
 
   （２） 工事項目内訳 
      ・工事項目毎に金額 
      ・直接工事金額 
      ・現場管理費 
      ・一般管理費 
      ・社会保険料相当額 
      ・消費税 
      ・合計額 
    
   （３） 個別工事内訳 
      ・資材(外注資材、一般資材、間接資材) 
      ・電工労務費 
      ・材工共発注工事 
 

以上   

注 1：人件費 1～5 までの合計 
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